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ランク 

（監視の目安） 

Ａ 

(2回/1年) 

Ｂ 

(1回/1年) 

Ｃ 

(1回/5年) 
合計 

許可施設 
施設数 650 844 28,634 30,128 

監視数 1,690 1,284 10.079 13,053 

許可を要し

ない施設 

施設数 113 306 6,618 7,037 

監視数 476 484 1,599 2,559 

合計 
施設数 763 1,150 35,252 37,165 

監視数 2,166 1,768 11,678 15,612 

   〈許可施設〉飲食店営業などを行おうとする場合は、許可が必要となります。 

 

（２）一斉取締り 

   厚生労働省の方針に基づき、監視指導を実施しました。 

  ア 夏期（６～８月頃） 

    食中毒の原因となる微生物が増えやすい夏期に、食品の温度管理の徹底等について

監視指導を実施しました。 

  イ 年末（１１～１２月頃） 

    食品流通量が増加する年末に、量販店を中心とした監視指導を強化するとともに、

ノロウイルス、ふぐ毒による食中毒防止について啓発しました。 

 

監視指導実施件数 

(のべ件数) 
食品収去検体数 

夏期 年末 計 
国産品 輸入品 

夏期 年末 計 夏期 年末 計 

6,828 2,014 8,842 467 170 637 19 8 27 

 

（３）内部通報等に基づく立入調査  

   内部通報等の情報を精査し、違反が強く疑われる場合などには、関係機関と連携し立

入調査を実施しました。 

 

１－４ 営業者の責務の徹底 

  「三重県の食品衛生の措置基準等に関する条例」で義務付けられている記録の作成・保

存や、消費者からの健康被害の情報（医師の診察を受け、その症状が製造、加工

または輸入した食品等に起因する又はその疑いがあると診断されたものに限る。）

の報告について、周知・徹底を行いました。 
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２ 食品等の試験検査等に関する事項                       

平成３０年度は、１，７３８検体（実検体数１，７２３検体）の検査を実施したところ、

規格基準違反は０件、表示基準違反が１件あり、県が定める衛生管理指標等の不適合は３

２件ありました。 

（１）残留農薬検査結果 

 農薬は、野菜や果物などの農作物を栽培する時に、害虫や雑草から作物を守り、効率

的な生産を行うために使用されるものです。 

 これらの農産物などに農薬が基準を超えて残留していないかを確認するため、販売や

流通している食品の抜き取り検査（収去検査）を実施しました。 

※ 食品衛生法では、食品中の残留農薬が、人の健康に影響を与えないよう残留農薬

基準値を定めています。検査ではこの基準に基づき適否を判断しています。 

 

検査 

品目 

年間 

計画数 

検査実施数 
違反 

件数 
目  的 

計 
国内産 外国産 

(輸入品) 県内産 県外産 

野菜 

果物 
60 60 57 3 0 0 

規格基準等適合性確認

（県内産は、農林水産

部及び関係団体と連携

し、生産段階指導へ活

用） 

茶 3 3 3 0 0 0 規格基準等適合性確認 

牛乳 5 5 5 0 0 0 

土壌残留性のある有機

塩素系農薬について、規

格基準等適合性確認 

輸入 

加工 

食品 

15 15   15 0 規格基準等適合性確認 

計 83 83    0 
 

 

検査項目について 

野菜果物 107 農薬 103 項目（有機塩素系、有機リン系、カーバメイト系、有機

窒素系、ピレスロイド系、有機硫黄系、炭化水素系）又は農薬の使用

実態及び過去の違反事例等に基づいた項目 

茶 42農薬 42項目 

牛乳 有機塩素系農薬 11農薬 5項目（BHC、γ-BHC、DDT、アルドリン及びデ

ィルドリン、エンドリン） 

輸入加工食品 有機リン系農薬 20項目（EPN、エトプロホス、カズサホス、ジクロル

ボス、ダイアジノン、テルブホス、トルクロホスメチル、パラチオン、

パラチオンメチル、ピラクロホス、フェンスルホチオン、フェントエ

ート、ブタミホス、プロチオホス、ホサロン、ホスメット、ホレート、

マラチオン、メタミドホス、メチダチオン） 
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（２）残留動物用医薬品（抗生物質、合成抗菌剤等）検査結果 

 動物用医薬品（抗生物質や合成抗菌剤など）は、家畜や養殖魚などの病気を治療し、

効率的に飼育するために使用されるものです。 

 肉や卵などの畜産物や養殖魚などに動物用医薬品が残留していないか確認するため、

販売・流通している食品の抜き取り検査（収去検査）を実施しました。 

 

①  畜産物 

検査品目 

年
間
計
画
数 

検
査
実
施
数 

項目別検査実施数 

違
反
件
数 

目的 
抗
生
物
質 

合
成
抗
菌
剤 

テ
ト
ラ
サ
イ
ク
リ

ン
系
抗
生
物
質 

内部寄生虫
用剤 

フ
ル
ベ
ン
ダ

ゾ
ー
ル 

イ
ベ
ル
メ
ク

チ
ン 

輸

入

肉 

牛肉 

10 

5 5 5 5 5 5 0 

規格基準等 

適合性確認 

豚肉 4 4 4 4 4 4 0 

鶏肉 1 1 1 1 1 1 0 

小計 10 10 10 10 10 10 0 

鶏卵 10 10 10 10 10 10  0 

牛乳 5 5 5     0 

はちみつ 3 3 3     0 

合計 28 28 28 20 20 20 10 0 

②  養殖魚 

検査品目 

年
間
計
画
数 

検
査
実
施
数 

項目別検査実施数 

違
反
件
数 

目的 
抗
生
物
質 

合
成
抗
菌
剤 

オ
キ
シ
テ
ト
ラ

サ
イ
ク
リ
ン

（
抗
生
物
質
） 

県内産 

マダイ、

ハマチ、 

スズキ 

20 20 20 20 20 0 
規格基準等 

適合性確認 

検査項目について 

抗生物質 微生物が産生したもので、他の微生物の増殖を抑えるものをいいま

す。（ペニシリン系、マクロライド系、テトラサイクリン系） 

合成抗菌剤 化学的に合成したもので、微生物の増殖を抑えるものをいいます。

（スルファメラジン、スルファジミジン、スルファモノメトキシン、

スルファジメトキシン、スルファキノサリン、ピリメタミン、ナイカ

ルバジン、チアンフェニコール、オキソリン酸、ナリジクス酸、ピロ

ミド酸） 

テトラサイクリ

ン系抗生物質 

オキシテトラサイクリン、テトラサイクリン、クロルテトラサイクリ

ン 

内部寄生虫用剤 体内に寄生する寄生虫の増殖を抑えたり、殺したりする薬剤です。 
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（３）遺伝子組換え食品検査結果 

 平成１３年４月から食品衛生法により、遺伝子組換え食品の安全性審査が義務化され、

安全性が審査されていない遺伝子組換え食品の販売等は禁止されています。 

 また、安全性が確認された遺伝子組換え食品を使用している場合には、その旨を表示

しなければなりません。 

 安全性が確認されていない遺伝子組換え食品が混入していないか、表示が正しく行わ

れているか確認するため、製造や販売・流通している食品の抜き取り検査（収去検査）

を実施しました。 

 

検査品目 
年間 

計画数 

検査 

実施数 

不適 

件数 
目的 

とうもろこし及びとうもろこし加

工品（定性検査） 

＊とうもろこし加工品、スナック

菓子など 

5 5 0 (1)安全性が確認され

ていない遺伝子組換

え食品を含有してい

ないことの確認 

(2)適切な表示確認 

大豆（定量検査） 

＊豆腐、しょうゆなどの原料 
5 5 0 

計 10 10 0 

検査項目について 

遺伝子組換えとうもろこし（CBH351、Bt10） 

CBH351 殺虫性のトウモロコシのことで、害虫に強いトウモロコシです。商品

名を「スターリンク」といいます。日本では食品としても、飼料とし

ても認められていません。 

Bt10 害虫や除草剤に強いトウモロコシです。日本では食品としても、飼料

としても認められていません。 

定性検査 遺伝子組換え食品の場合、安全性が確認された遺伝子組換え食品の

混入の有無、安全性未審査の食品の混入の有無を確認する検査です。 

 

遺伝子組換え大豆（Roundup Ready、Roundup Ready2、Liberty Link） 

Roundup Ready 米国モンサント社が開発した除草剤[商品名：ラウンドアップ]耐

性農作物の総称です。開発されている農作物には、ダイズ、トウ

モロコシ、ナタネ、ワタなどがあります。 

Liberty Link ドイツのバイエルクロップサイエンス社の除草剤[商品名：リバテ

ィー]に耐性を持つ農作物の総称です。開発されている農作物には、

ダイズ、トウモロコシ、ナタネ、ワタなどがあります。 

定量検査 遺伝子組換え食品の場合、遺伝子組換え食品の含有量を正確に測

定する検査です。この場合、遺伝子組換え大豆が５％を超えるか

否かの量を測定するものです。 
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（４）環境汚染物質検査結果 

 工業技術等の発展により様々な化学物質が生産・使用されています。これらの化学物

質は河川や海水を汚染し、また、過去に使用されていた化学物質が分解されず、環境中

に残ることで、魚介類に蓄積され、さらに、それを食べることで人の健康に影響を与え

る可能性も懸念されます。 

 これらの物質のうちポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）、水銀及び有機スズ化合物（ＴＢ

ＴＯ、ＴＰＴＣ）について、県内で漁獲された魚介類の検査を実施しました。 

 

検査項目 
年間 

計画数 

検査 

実施数 
検査魚種 

不適 

件数 
目的 

PCB、水銀 4 4 
グレ、チヌ、 

サバ、マルアジ 
0 

暫定的規制値を超過して

いないことの確認 

TBTO、 

TPTC 
10 10 マダイ、ハマチ 0 

暫定的一日摂取許容量を

超過していないことの確認 

検査項目について 

暫定的規制値 本来、規制値を定める際には、長期毒性研究の結果から、人体の一

日摂取許容量（ADI）を算出し、これを基にして定められます。しか

し、PCBなどの長期毒性研究は、今後も継続されなければ、その研

究の完成が見られない実情にあります。このため、その時点で入手

し得る限りの国内外の研究成果を基礎として暫定的に人体の１日摂

取量を算出し、それまでに得られた調査結果による食品の汚染の実

態を勘案して当面の基準として定められています。 

一日摂取許容

量（ADI） 

一日摂取許容量とは、人が一生涯にわたり毎日摂取しても健康上、

悪影響がないと推定される化学物質の最大摂取量です。実験動物等

を用いた毒性試験を行い、有害な影響が観察されなかった最大の投

与量である無毒性量を安全係数で割って算出されます。 

水銀の暫定的

規制値 

総水銀として 0.4ppm を超えた場合には、さらにメチル水銀の検査

を行います。その結果 0.3ppm を超えた場合に暫定的規制値を超え

た魚介類と判定されます。 

PCB の暫定的

規制値 

PCB（ポリ塩化ビフェニル）は主に油状の化学物質で、安定な性質を

有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカー

ボン紙など様々な用途で利用されていましたが、現在は製造・輸入

ともに禁止されています。 

暫定的規制値（可食部）は、内海内湾魚介類が 3.0ppm、遠洋沖合魚

介類が 0.5ppmとされています。 

TBTO、TPTC の

暫定的一日摂

取許容量 

TBTO（酸化トリブチルスズ）と TPTC（塩化トリフェニル）は共にス

ズを含む有機化合物で、貝や藻類の付着を防止する効果を持ってい

るため塗料として船底に塗られたり、漁網に塗られて利用されてき

ました。しかし、TBTOはその有害性と海洋汚染が問題となったこと

から、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」により平

成元年 12月に製造、輸入等が禁止されました。 

TBTOの暫定的一日摂取許容量は、1.6 μg/kg/日（昭和 60年設定）、

TPTCの暫定的一日摂取許容量は、0.5μg/kg/日（平成 6年設定）と

定められています。 
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（５）アレルゲン（卵、乳、そば、小麦、落花生、えび、かに）検査結果 

 卵、乳等の特定の食物が原因でアレルギー症状を引き起こす人が増え、平成１４年４

月から食品衛生法により、これら特定原材料（アレルゲン)を含む食品の表示が義務化

されました。平成２７年４月１日に食品表示法が施行され、特定原材料（アレルゲン)

を含む食品の表示に関する規定は、食品衛生法から食品表示法に移行されました。 

 これらの特定原材料（アレルゲン)を含む食品を取り扱う製造業者及び加工業者に対

し、特定原材料を使用していない他の食品への微量混入がないか、また、表示が正しい

かを調べるため、食品の抜き取り検査（収去検査）を実施しました。 

 

検査項目 

（特定原材料

の種類） 

年間 

計画数 

検査 

実施

数 

検査食品 
不適 

件数 
目的 

卵 

各 10 

10 菓子 9、その他 1 0 

特定原材料につ

いて 

(1)適切な表示

確認 

(2)製造工程中

での混入がない

ことの確認 

乳 
10 

菓子 7、魚肉ねり製品 1、

その他 2 
0 

そば 10 菓子 4、麺類 6 0 

小麦 10 
菓子 3、惣菜 3、麺類 1、 

瓶詰缶詰 1、その他 2 
0 

落花生 10 菓子 10 0 

えび・かに 
10 

菓子 5、調理ご飯 1 

佃煮 1、その他 3 
0 

合計 60 60  0 

 

（６）添加物検査結果 

 添加物は、食品の保存性や品質の向上のために使用されています。 

 添加物が認められている基準を超えて使用されていないか、また、使用の認められて

いない添加物が使用されていないか、使用された添加物が正しく表示されているかなど

を確認するため、販売や流通している食品の抜き取り検査（収去検査）を実施しました。 

※ 食品衛生法では、食品中の添加物が、人の健康に影響を与えないよう使用基準を

定めています。検査では、この基準に基づき適否を判断しています。 

添加物の 

用途区分 
検査項目 

年間 

計画数 

検査 

実施数 
違反 
件数 目的 

保存料 ソルビン酸等 22 22 0 

規格基準等 

適合性確認 

漂白剤 亜硫酸塩類 20 20 0 

酸化防止剤 BHA等 15 15 0 

甘味料 サッカリン Na等 15 15 1 

発色剤 亜硝酸 Na 20 20 0 

防カビ剤 イマザリル等 15 15 0 

合成着色料 食用赤色２号等 10 10 0 

品質保持剤 プロピレングリコール 3 3 0 

合計 120 120 1 

   ※表示基準違反１件 
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（７）器具及び容器包装検査結果 

 食品の製造等に使用される器具及び容器包装が食品衛生法により定められた基準に適

合しているかどうかを確認するため、抜き取り検査（収去検査）を実施しました。 

※ 食品衛生法では、器具及び容器包装が、人の健康に影響を与えないよう規格基準

を定めています。検査では、この規格基準に基づき適否を判断しています。 

 

検査項目 年間計画数 検査実施数 違反件数 目的 

蛍光物質 5 5 0 規格基準等適合性確認 

 

（８）カビ毒検査結果 

 アフラトキシン（aflatoxin）は、アスペルギルス（Aspergillus属）等のかびが作り

出す毒の一種で、強い発がん性を有する物質として知られており、輸入穀類、ナッツ類

等に含有されている可能性があります。 

 食品衛生法により、総アフラトキシン（アフラトキシン B1、B2、G1及び G2の総和）

として、暫定基準１０μg/kg を超えないことと規制されており、検査方法が確立した

平成２５年度から検査を実施しています。 

 規制値を超えてアフラトキシンが含有されていないか確認するため、販売や流通して

いる穀類等の抜き取り検査（収去検査）を実施しました。 

 

検査項目 
年間 

計画数 

検査 

実施数 

暫定基

準値超

過件数 

目的 

総アフラトキシン 

（豆類・穀類） 
10 

0 0 
アフラトキシンの指標

（総アフラトキシン）を

超過していないことの確

認 

総アフラトキシン 

（豆類・穀類加工品） 
10 0 

合計 10 10 0 
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（９）微生物検査結果 

 食品中に食中毒菌が存在しても直ちに食中毒がおこるわけではありませんが、規格で

定められた基準に適合しているか又は自主衛生管理を向上するための指標に適合してい

るかを確認するために、食品の微生物（細菌）検査を実施しました。 

食肉製品、清涼飲料水、冷凍食品などの食品は、食品衛生法により微生物の規格が定

められていますが、菓子、そうざいなどは規格が定められていません。三重県では、食

品衛生法で微生物の規格基準が設けられていない食品について、独自の指標（三重県食

品の衛生管理指標）を定めています。  

 

検査品目 
検査 

実施数 

不適合等 

件数 
不適項目※ 

調理ご飯 54 0  

調理パン 17 0  

生菓子（洋菓子） 73 10 細菌数 1、大腸菌群 9 

生菓子（和菓子） 58 2 大腸菌群 2 

そうざい（加熱） 362 1 大腸菌 1 

そうざい（未加熱） 203 11 
細菌数 3、大腸菌 7、黄色ブドウ球菌

１ 

豆腐 40 3 細菌数 3 

生食用鮮魚介類 78 0  

生食用かき（むき身） 34 0  

その他 116 5 細菌数 3、大腸菌群 3 

計 1035 32  

※ 規格基準違反があれば、その件数を不適合等件数の内数として（ ）で示します。 

※ 複数の項目が不適合である検体を含んでいます。 

検査項目について 

細菌数 食品中に生存している全ての細菌の数で、一般的な汚染の指標と

なります。 

大腸菌群 糞便や環境からの汚染の指標となります。 

大腸菌 糞便系の汚染の指標となります。 

黄色ブドウ球菌 食中毒菌の一つです。傷口や髪の毛などに存在することがあり、

従業員の手指を介した汚染などが考えられます。 

腸炎ビブリオ 食中毒菌の一つで、塩分を好む細菌です。腸炎ビブリオがついた

食品（魚介類など）を調理した器具などからの汚染が考えられま

す。 

サルモネラ属菌 食中毒菌の一つです。サルモネラに汚染された食品（鶏卵など）

の加熱不足、サルモネラを保菌している従業員からの汚染などが

考えられます。 
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（10）その他の検査結果 

 

検査種類 検体数 検査の概要 

給食等の

食品検査 
150 

県では、大量調理施設で調理された給食など同時に 30人分以

上の同じ食品を調理した場合には、食中毒発生時の原因究明等

に用いるため、その 1食分を検査用として 72時間以上（10℃

以下）保存するよう定めています。保存食の細菌汚染の状況を

知るために、一般細菌数や大腸菌、病原細菌の有無などの検査

を行います。 

拭き取り

検査 
203 

食中毒を予防するために、食品の製造や調理の現場が細菌で汚

染されていないかを検査する方法です。食品の製造加工に携わ

る人の手指や、調理器具、容器などは清潔で衛生的でなければ

いけません。これらの検査対象物の細菌汚染の状況を知るため

に、検査しようとする器具、器材または手指の一定面積内の一

般細菌数や大腸菌群、病原細菌の有無などの検査を行います。 

 

 

 

事務担当 

医療保健部食品安全課 

食品衛生班 

電話：059-224-2343  
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検査項目について 

抗生物質 微生物が産生したもので、他の微生物の増殖を抑えるものを

いいます。 

（ペニシリン系、マクロライド系、テトラサイクリン系） 

合成抗菌剤 化学的に合成したもので、微生物の増殖を抑えるものをいい

ます。 

（スルファメラジン、スルファジミジン、スルファモノメトキ

シン、スルファジメトキシン、スルファキノサリン、ピリメタ

ミン、ナイカルバジン、チアンフェニコール、オキソリン酸、

ナリジクス酸、ピロミド酸） 

テトラサイクリン

系抗生物質 

（オキシテトラサイクリン、テトラサイクリン、クロルテトラ

サイクリン） 

内部寄生虫用剤 体内に寄生する寄生虫の増殖を抑えたり、殺したりする薬剤

です。 

 

（３）微生物検査 

 と畜検査及び食鳥検査で合格となった枝肉、食鳥と体について、と畜作業等の衛生状

況を確認するために定期的に検査を実施し、微生物汚染防止に努めました。 

 

区分 
年間 

計画数 

検査検体数 

食肉 

（牛） 

食肉 

（豚） 

食鳥肉 

（鶏） 
計 

腸管出血性大腸菌 100 100   100 

サルモネラ 100 0 60 47 107 

カンピロバクター 40   47 47 

一般細菌・大腸菌群等 340 296 240 94 630 
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２ 監視指導に関する事項  

と畜場や食鳥処理場のとさつ・解体処理施設等の衛生管理が適切であるか定期的に検査

を実施しました。 

 

区分 年間計画数 
検査検体数 

と畜場 食鳥処理場 計 

腸管出血性大腸菌 50 47  47 

サルモネラ 50 0 66 66 

カンピロバクター 40  66 66 

一般細菌・大腸菌群等 100 106 152 258 

 

 

 

 

 

事務担当 

医療保健部食品安全課 

食品衛生班 

電話：059-224-2343 
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HACCPシス

テム 

HACCPシステムとは、食品の製造・生産の過程において、O157のよう

に食品の安全性に重大な危害を発生させる要因を確実に除去する工

程を定めて、その工程を重点的に管理し、食品の安全性を確保すると

いう手法です。近年、食の安全・安心を確保する観点から食品の製造

管理の主流となっています。本県では、食品製造・加工施設を対象に、

HACCPシステムの導入を促進し、微生物汚染等による健康被害（食中

毒）の未然防止を図っています。 

総合衛生管

理製造過程 

総合衛生管理製造過程とは、HACCPシステムによる衛生管理やその前

提となる施設設備の衛生管理等を行うことにより、総合的に衛生管理

された食品の製造・加工工程のことをいいます。 

 

 

 

 

事務担当 

医療保健部食品安全課 

食品衛生班 

電話：059-224-2343  
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ランク基準 

分
類 監視頻度 業         種 

Ａ 2回／年 

１ 食中毒が発生した場合に大規模となる可能性が高い施設 
（１）大量調理を行う飲食店営業（弁当屋、仕出し屋、旅館等） 
（２）大規模小売り店舗（同一施設内で 7つ以上の許可を有する量販店） 
（３）大規模食鳥処理場 
（４）生食用食肉取扱施設 
２ 過去 3年以内に営業禁止等の行政処分を受けている施設 
３ その他、保健所長が必要と認めた施設 

Ｂ 1回／年 

１ 食品を大量に調理する施設、又は、製造、処理、加工等し製品を広
域流通している施設 

（１）大量調理を行う集団給食施設、又は、共同調理場方式の集団給食
施設 

（２）Ａランク以外の飲食店営業（弁当屋、仕出し屋、旅館等）のうち、
比較的大量に調理をおこなう施設 

（３）広域流通する製品を製造する次の製造業 
ア 菓子製造業 
イ あん類製造業 
ウ アイスクリーム類製造業 
エ 乳処理 
オ 特別牛乳さく取処理業 
カ 乳製品製造業 
キ 食肉処理業 
ク 食肉製品製造業 
ケ 魚介類せり売り営業 
コ 魚肉ねり製品製造業 
サ 食品の冷凍又は冷蔵業 
シ 清涼飲料水製造業 
ス 乳酸菌飲料製造業 
セ 食用油脂製造業 
ソ みそ製造業 
タ 醤油製造業 
チ ソース類製造業 
ツ 豆腐製造業 
テ 納豆製造業 
ト めん類製造業 
ナ そうざい製造業 
ニ 三重県食品衛生規則に基づく食品等製造業 

２ 地方卸売市場 
３ 認定小規模食鳥処理場 
４ 総合衛生管理製造過程承認施設 
５ 特定施設 
６ その他、保健所長が必要と認めた施設 

 
Ｃ 
 

1回／5
年 

食中毒発生時に大規模となる可能性が低い、Ａランク及びＢランクを除
いた全ての許可又は届出施設 

備考：大量調理とは、同一メニューを 1回 300食以上、1日 750食以上提供する施設をいう。 

  ：許可及び届出の不要な業種については、必要に応じて監視指導を実施する。 

  ：食中毒発生施設等については、改善がみられるまで監視指導の強化を図る。 

  ：収去検査等において不適がみられた施設については、改善がみられるまで監視指導の

強化を図る。 

別表１ 


